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与
那
国
島
へ
の
自
衛
隊
配
備
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
安
全
保
障
会
議
及
び
閣
議
決
定
の
「
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の

大
綱
」
（
以
下
、
「
防
衛
大
綱
」
と
い
う
）
に
お
け
る
「
防
衛
力
の
在
り
方
」
の
中
で
、
自
衛
隊
の
態
勢
整
備
に
あ
た
っ
て
重

視
す
べ
き
事
項
を
定
め
て
い
る
。

「
防
衛
力
の
在
り
方
」
で
は
、
「
島
嶼
（
し
ょ
）
部
（
以
下
、
島
嶼
部
と
い
う
）
に
お
け
る
対
応
能
力
の
強
化
」
の
項
目
に

お
い
て
「
自
衛
隊
配
備
の
空
白
地
域
と
な
っ
て
い
る
島
嶼
部
に
つ
い
て
、
必
要
最
小
限
の
部
隊
を
新
た
に
配
置
す
る
と
と
も

に
、
部
隊
が
活
動
を
行
う
際
の
拠
点
、
機
動
力
、
輸
送
能
力
及
び
実
効
的
な
対
処
能
力
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
島
嶼
部
へ

の
攻
撃
に
対
す
る
対
応
や
周
辺
海
空
域
の
安
全
確
保
に
関
す
る
能
力
を
強
化
す
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。

「
防
衛
大
綱
」
に
お
け
る
「
防
衛
力
の
在
り
方
」
及
び
自
衛
隊
の
態
勢
整
備
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年

度
予
算
で
は
、
「
島
嶼
部
に
お
け
る
各
種
事
態
に
対
応
し
得
る
よ
う
、
情
報
収
集
・
警
戒
監
視
体
制
の
整
備
、
迅
速
な
展
開
・

対
応
能
力
の
向
上
、
防
空
能
力
の
向
上
及
び
海
上
交
通
の
安
全
確
保
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
」
と
の
方
針
が
明
確
に
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
与
那
国
島
（
沖
縄
県
与
那
国
町
）
へ
の
沿
岸
監
視
部
隊
の
配
置
等
で
あ
る
。

与
那
国
島
は
、
わ
が
国
の
最
西
端
に
位
置
す
る
国
境
の
島
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
基
盤
的
防
衛
力
か
ら
動
的
防
衛

一



力
へ
の
質
的
転
換
を
掲
げ
る
「
防
衛
大
綱
」
に
お
い
て
、
「
島
嶼
防
衛
」
の
名
の
下
に
与
那
国
島
へ
新
た
に
自
衛
隊
を
配
備
す

る
こ
と
は
、
近
隣
諸
国
と
の
紛
争
の
火
種
と
な
り
、
日
米
軍
事
同
盟
強
化
の
犠
牲
を
町
民
に
強
い
る
も
の
で
断
じ
て
反
対
で
あ

る
。国

境
離
島
た
る
与
那
国
島
は
、
隣
接
す
る
台
湾
と
の
国
境
交
流
、
島
の
資
源
と
文
化
を
生
か
し
た
地
場
産
業
の
育
成
・
振
興

に
よ
っ
て
、
地
域
の
活
性
化
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
財
政
支
援
を
政
府
は
講
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。

与
那
国
島
の
発
展
は
、
自
衛
隊
配
備
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
観
光
・
人
的
交
流
を
通
じ
て
ヒ
ト
、
カ
ネ
、
モ
ノ
が
行
き
交
う

こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
だ
。
そ
の
た
め
に
も
、
平
和
な
島
・
与
那
国
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

防
衛
省
が
与
那
国
島
へ
の
配
置
、
展
開
を
計
画
し
て
い
る
陸
上
自
衛
隊
沿
岸
監
視
部
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
移
動
警
戒
隊
の

任
務
と
役
割
、
部
隊
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
与
那
国
島
に
配
置
、
展
開
す
る
理
由
、
そ
の
必
要
性
の
根
拠
を
示
さ

れ
た
い
。

二

平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
け
る
与
那
国
島
へ
の
陸
上
自
衛
隊
沿
岸
監
視
部
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
移
動
警
戒
隊
の
配
置
、

展
開
に
関
す
る
予
算
費
目
と
総
額
に
つ
い
て
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係
る
予
算
措
置
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示

二



さ
れ
た
い
。

三

与
那
国
島
へ
の
陸
上
自
衛
隊
沿
岸
監
視
部
隊
配
置
の
た
め
の
候
補
地
選
定
、
用
地
取
得
、
現
況
調
査
、
造
成
工
事
、
建
設

工
事
、
部
隊
配
置
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
う
考
え
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係
る
行
程
に
関
す

る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

防
衛
省
は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
七
日
、
与
那
国
現
地
に
お
い
て
住
民
説
明
会
を
開
催
し
て
い
る
が
、
係
る
住
民
説
明

会
は
与
那
国
町
か
ら
の
求
め
に
よ
る
も
の
か
。
当
該
住
民
説
明
会
に
要
し
た
費
用
に
関
し
、
詳
細
な
費
目
と
総
額
、
費
用
負

担
者
が
防
衛
省
か
与
那
国
町
か
、
あ
る
い
は
両
者
の
折
半
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係
る
住
民
説
明
会
開
催
の

妥
当
性
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

与
那
国
島
へ
の
沿
岸
監
視
施
設
の
設
置
に
と
も
な
い
、
住
民
生
活
、
自
然
環
境
や
生
態
系
及
び
景
観
へ
の
負
担
・
影
響
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

政
府
は
、
多
く
の
与
那
国
町
民
が
、
自
主
的
な
署
名
活
動
に
よ
っ
て
自
衛
隊
の
部
隊
配
置
、
展
開
と
施
設
設
置
に
反
対
の

意
思
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係
る
与
那
国
町
民
の
民
意
に
対
す
る
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

三



右
質
問
す
る
。

四


